
地 球 環 境

国際管理のあ り方 をめ ぐって

国際学部

藤 井 美 文

20世紀は 『戦争の世紀』あるいは 『科学技術の世紀』 と呼ばれる。しかし、20世 紀は、特にそ

の後半は科学技術の繁栄と表裏をなす 『環境問題の世紀』で もあった。その後大量生産の象徴 に

もなったT型 フォー ドをヘンリー ・フォー ドが発売 したのが今世紀の初めであ り、その終わ りに

大量生産システムの改変を迫 られている様は、そのことを端的に表 している。そ して21世 紀にけ

て地球規模の環境を国際的に管理することの重要性 は強 く認識されるようになってきたものの、

現実の管理の枠組みは未だに政治的な帰結を見ていない。

本論では、大量生産の仕組み とその結果に焦点を当てて20世 紀の地球環境問題を振 り返るとと

もに、地球規模の環境問題 を解決する国際スキームの形成の困難性を議論 したい。

1.大 量生産 と環境

1.1大 量 生 産 の 出現 一 「フ ォ ー デ ィズ ム 」一

南 北 戦 争(1861-65)前 後 の ア メ リ カ にあ る技 術 革 新 が 起 こ っ た 。 そ れ は戦 場 で大 量 の 銃 を供
なら

給 す る た め の 製 造 方 法 で あ り、連 続 銃 で有 名 な コル ト社 が 機 械 化(倣 い旋 盤)と 部 品 の互 換 性

を確 保 す る こ とに 由 来 して い る1)。 同 一 で 共 通 の 部 品 を作 れ る よ うに な っ た こ と はそ の後 の 大

量 生 産 の 基 盤 を 形 成 す る こ と と な っ た 。 こ れ に よ っ て 一 般 に3Sと 呼 ば れ る 標 準 化

(Standardization)、 単 純 化(Simplification)、 専 門化(Specialization)が 結 び つ い て 、 生 産

性 は 飛 躍 的 に 高 ま っ た 。 しか し同 時 に 、生 産 工 程 の作 業 は徹 底 的 に分 業 化 され 、 労 働 は単 純 か

つ 分 断 化 され る こ と とな っ た 。19世 紀 末 に は 同期 式 電 動 機(モ ー タ ー)が 製 作 され る に至 って 、

作 業 はベ ル トコ ンベ ア に よ る流 れ作 業 とオ ー トメ ー シ ョ ンへ と進 む 。 フ ォー ドはT型 の 製 作 ラ

イ ン に こ の 方 式 を採 用 して 、16年 間 で価 格 を実 に1/3に 下 げ る こ と に成 功 す る 。 そ して 累 計60

0万 台 とい う現 代 か ら見 て も膨 大 な 量 の 自動 車 を生 産 す る 。1900年 か ら恐 慌 時(29年)ま で に

米 国 の 自 動 車 登 録 は650倍 へ と飛 躍 す る こ とに な る 。 この よ う に大 量 生 産 シ ス テ ム は20世 紀 に

大 衆 消 費 社 会 を もた らす こ と と な っ た 。
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図表1ア メリカ及びフォー ド社の自動車生産

全米自動車登録台数 全米年間自動車生産台数 T型 フォー ドの価格

$/台

1900年 4,000台 一 一

1908(発 売) 爲 850

1913
渦 ベル トコンベアの導入 泌

1924 ▽ 320,000台 290

1929(恐 慌 時) 26,000,000台 480,000台

30年 間で650倍 15年間で1/3の 価格の実現

イタリア共産党創始者のアントニオ ・グラムシ(獄 中で死亡)は この大量生産を可能にした

資本主義の仕組み を 『フォーディズム』 と呼んだが、これは単にベル トコンベアの生産システ

ムを指すのではなく、これを可能にする大資本の登場、徹底 した工程分業による労働疎外の出

現、管理労働の出現 と労使対立の激化、第2次 産業を中心 とした都市化 と都市 に住む人たちの

階層化 など、資本主義システムの抱 える矛盾を包含 した社会的仕組みその ものを意味 した。
'
1980年代 にフランスで生 まれたマルクス主義 と近代経済学 との融合 とも言えるレギュラシオ ン

派は、このフォーディズム的発展 を次のような構図で説明する。まず、技術革新が生産性 を拡

大 し、その分配を通 じた賃金上昇が労働者=消 費者の購買力拡大を可能にする。そ して、この

購買力の拡大が生産者の生産量自体 を拡大再生産してい くという好循環を生み出す。大量生産

が大量消費に結 びつ く 「好循環」(図 表2)は 、GNPが 常に上昇 し続 けなければ社会構 成員

すべての安定が損なわれる仕組み となったのである。

図表2レ ギ ュラシオン派の見るフォー ド型資本蓄積のメ力ニズ厶2)

近代化0-一 レ

2
技 術 革 新

プ ロ セ ス ・イ ノ ベ ー シ ョ ン

プ ロ ダ ク ト ・イ ノ ベ ー シ ョ ン

同時にレギュラシオン派は1973年 の石油危機を境に資本主義が経済的変動、技術的、社会的、

経済的原理としてのフォーディズム崩壊の兆候を現すに至 り、再び大 きな危機を迎えつつある

と指摘する。第一は、消費パ ターンの飽和である。少なくとも先進国において鉄やセメントな

ど社会資本形成のための基礎的な財の消費は明 らかに飽和する傾向にある(サ ービスなどはこ

の限 りでない)。 図表3か らは、ヨーロッパなどの国々の鉄などの基礎 的財が所得 向上 ととも

に飽和する傾向を見て取れる。第二に生産性向上の原動力である技術進歩の停滞である。通常
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技術(こ こでの技術とは、人間労働 のスキル向上、規模の経済性などの要因をも含む広義の技

術を意味する)進 歩を現すのに全要素生産性(TotalFactorProductivity)と いう指標が用
'いられるが

、この トレン ドは図表4の ように示 され、技術開発の停滞が先進国に共通 して見 ら

れる現象であることがわかる。その他、一部のサービスなどの不生産労働の増大、国際金融シ

ステムの安定性、アメリカのヘゲモニーの喪失などが これらの危機を支える要素であるとレギュ

ラシオン派は見る。

図表3先 進 国における基礎 資材 需要 の推移3)

セメント生産の変化の国際的概観(1970/90年)

注:以 下の図の国名略記は次の通 りである。A(オ ース トリア),AUS(オ ース トラリア),B(ベ ルギー),BG(ブ ルガ リア),CH(ス イス),

CS(旧 チ ェコスロバキア),CDN(カ ナダ),D(旧 西 ドイツ),DDR(旧 東 ドイツ),DK(デ ンマーク),E(ス ペイ ン),F(フ ラ ンス),GB

(イ ギリス),GR(ギ リシャ),H(ハ ンガ リー),1(イ タリア),IRE(ア イルラン ド),IS(ア イス ラン ド),J(日本),L(ル クセンブルク)N

(ノ ルウェー),NL(オ ランダ),NZ(ニ ュージーラン ド),P(ポ ーラン ド),PL(ポ ル トガル),R(ル ーマ ニ ア),S(ス ウェー デ ン),SF

(フ ィンラン ド),SU(旧 ソ連連邦),TR(ト ル コ),USA(ア メ リカ合衆国),YU(旧 ユ ーゴスラビァ)

図表4TFP(技 術進歩)低 下 の推移4)
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レギュラシオン派と一口に言っても議論はきわめて多様である。その代表 的イデオロー グの
一人であるA .リピエッツ5>は フォーディズムの先にある社会像(ポ ス ト・フォーディズム)は

いずれ も消費拡大 を伴うもので、環境破壊 を食い止めることは出来ず、生産性の拡大は 『自由

時間』の拡大 といわゆるワークシェアリング(労働時間を減らして皆で雇用 を確保する)に振 り

向ける『勇気ある選択』6)を採るべ きであるとして、社会は今後『政治的エコロジー』を貫 く必要

があると説 く。

1.2経 済発展 とエネルギー消費 ・環 境影響

さて、この経済成長は環境破壊 とどのような関係にあるのであろう。図表5は 経済発展 とエ

ネルギー消費の関係 を国毎に表 した ものである。図のように、経済発展 とエネルギー成長はほ

ぼ直線の上に描かれることが分かるであろう。つま り、長期的かつ経験的 には、『経済発展』

(たとえばGNP)の 成長率増加にはエネルギー消費をほぼ同 じ比率の増分だけ必要 とする こと

がわかる。今世紀のエネルギーは化石燃料(石 炭→石油→ガス)と 原子力であることを考える

と、経済発展はそのまま化石燃料の中に含 まれる有害物質や炭酸ガス、あるいは放射能影響 の

増大となって環境負荷 を増大させてきたのである。

エネルギー消費 とほぼ同様な増大傾向を示すCO、 排出量の歴史(図 表6)か ら見れば、人

類は産業革命から100年 を経た1850年 代からエネルギー消=CO、 排出量 の『離陸』をは じめ、

大量生産の仕組みをビル トインすることによって永い地球の歴史か ら見れば瞬時にその量 を

『爆発』させ きたことが分かる。

図表5経 済発展 とエネル ギー消費 とCO、 排 出量の関係7)

一58一



図表6エ ネルギー消 費の歴史 的変化8)

2.危 機 への警鐘

2.1戦 後から70年代

この間に地球的規模での環境破壊の実態 とその結末 に対 してい くつかの重要な警鐘が鳴らさ

れてきた。以下では、戦後の環境危機への対応の歴史 を簡単に振 り返って見たい。

戦後の環境の危機は核 を抜きにしては語れない。マンハ ッタン計画によって登場 した核兵器

は広島,長崎においてその環境への脅威 を見せつけた。またそれ以降 も米ソの核 開発競争 によ

る脅威は1960年 のキューバ危機をピークに今 も消えてはいない。欧米では60年 代か ら核兵器廃

絶運動がそのまま原子力発電(核 の平和利用)へ の反対 に、そして86年 のチェルノブイリ原発

事故以降反原発運動は決定的に環境保護運動 に結びつ くこととなった。

核以外にも人間が作 り出した化学物質という環境への脅威があることの警鐘 を鳴らしたのは

R.カ ーソン女史の 『沈黙の春9)(来 年の春 には農薬によって生態系が破壊され、終には鳥が

死滅 して しまうか もしれないという意)』(1962年)で あった。彼女の告発に対 して米国の化学

(農薬製造)業 界は反論に転 じたが、ケネディ政権下の調査委員会はカーソンの指摘 したこと

が概ね事実であることを認めることとなった。米国のみならず、前章で指摘 した 『高度成長』

は50年 代以降日本を含めた先進各国で共通した現象であ り、これによって化学物質を含む圧倒

的な物量生産とこれの社会への蓄積が進行することとなった。米国の著名な環境保護論者であ

るバ リー ・コモナ」°)は、図表7の ように、戦後か らわずか20年 あまりの期間にいかに大量の

化学物質が米国内で生産されたかを示 している。
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図表7戦 争から1970年前後までのアメリカの汚染関連物量生産の変化

項 目 成長率 期 間 項 目 成長率 期 間

人口成長 43% 1949-1965 塩素ガス 600% 1946-1970

農業生産 45% 1949-1965 窒素肥料の使用量 648% 1949-1965

セ メン ト 150% 1946-1970 アル ミニ ウム ・:1', 1946-1970

ガソ リン使用量 159% 1948-1968 有機薬品 746% 1946-1969

自動車台数 166% 1947-1968 有機合成有機薬品 950% 1947-1969

単位面積当たり農薬使用量 168% 1.950-1967 家電製品 1040% 1946-1970

走行 マイル数 174% 1947-1968 洗剤1ト ンあた りの リンの量 1$60°/a 1946-1968

環境中の鉛の排出量 300% 1948-1968 プラスチ ック 1960% 1946-1970

木材パルプ 313% 1946-1970 エ ア コ ン用 コ ン プ レッ サ ー 2850% 1946-1970

農薬 390% 1946-1970 塩素製造のための水銀 3930% 1946-1970

電力 530% 1946-1970 使 い捨 てソーダ水びん 5300% 1946-1970

使 い捨 てビール瓶 の全使用量 595% 1950-1970 人ロー人当たり合成繊維使用量 598000/a 1950-1968

バ リー ・コモナー著、「何 が環境 の危機 を招 いたか」、(1972年)、 講談社 ブル ーパ ックス

2.2地 球環境の国際管

カーソンの指摘は地域規模では『水俣(有 機水銀)』、『セベソ(イ タリアでのダイオキシンの流

失)』、『ラブ ・キャナル(米 国での有害廃棄物の流出)』 などの悲劇 として現実のもの とな り、や

がて地球規模の影響 をもたらしはじめることとなった。60年代 にはすでに資源の有限性や地球

環境影響の可能性 を示唆 した 『宇宙船地球号』ということばが国連演説で使用 されローマクラ

ブの『成長の限界(72年)』11)では、これまでの推移を続けると地球規模でのエネルギー ・資源 の

枯渇と環境破壊、人口爆発、食料危機が もたらされ地球はやがて破滅的な状況を迎えるとの定量

的な分析にもとつ く警鐘が鳴 らされた。

地球的な規模での環境破壊 は国際機関 レベルにおいても取 り上げ られ、国連人間環境会議

(ス トックホルム会議72)は 地球規模での環境影響を議論する重要な契機 となった。現在 におい

ても地球規模の環境問題 を先導 しているUNEP(国 連環境計画)は この会議で設立 され た。UNEP

はその後オゾン層破壊防止(ワ シントン会議,77、ウィーン会議,85、モ ントリオール議定書,87)、

後述する温暖化防止、有害廃棄物の越境移動管理(バ ーゼル条約,89)、 生物多様性条約(リ オ

会議,92)な どの問題を扱 うこととなる。

80年 前後になると地球環境問題、中でもオゾン層破壊の実態が米国の調査結果か ら明 らか に

なり、UNEPを 中心にこれを規制するための枠組み作 りが速いテンポで進め られた。また温暖化

問題への警鐘 となる報告は米国大統領レポー ト『西暦2000年 の地球,80年 』であろう。その後、87

年にはUNEPと 国際気象機関(WMO)の 合同で『気候変動に関する政府間パネル(IPCC)』が設立 さ

れ、現在に至 るまで温暖化問題の専 門家(主 に科学者 と経済学者)の 集ま りとしての主導的役割
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を果たす こととなる。88年には米国での異常高温 と干ばつが議会とマスコミに温暖化問題 を一

躍 クローズアップさせることとなった。トロン ト会議(88)で は包括的な地球規模 の条約 と議定

書の要請がなされ、終に92年 にはブラジルの リオデジャネーロで地球サミッ トとして 『地球環

境会議(UNCED)』 が開催 されリオ宣言が採択 された。そ してこの場で気候変動枠組み条約が

条文化 され、94年 に発効 した。第3回 目となる枠組み条約締結国会議(COP3)は 京都で開かれ、

先進国ブロック毎の2008-2012年 に向けた温暖化ガスの排出削減 目標設定 とともに植林の吸収

源 としての役割、先進国問での排出権取引 ・共同実施が容認、された。この間87年 には 『環境 と

開発に関する世界委員会(通 称ブルントラン ト委員会)』 で世代間の公平性 を実現 しなが ら環

境保護の もとでの開発を意味する"持 続的発展"と いう概念を世界に普及させた。

以上の ように、エネルギー消費、化学物質生産、核保有量の増大などが もたらす地球的規模

での影響はすでに1960年 代から警告が発せられ、この30年 以上のテーマとなってきた。70年 代

には石油産出国の米国メジャーか らの利権の奪取(73年)と イラン革命(79年)と い う2回 の

石油危機(い ずれ も 『成長の限界』が指摘 した石油の枯渇が原因ではなったが)に よってエネ

ルギー制約に対する対応が先進国で精力的に講 じられることとなった。その結果、70年 代か ら

約10年 間先進国のエネルギー消費は削減され一時的には持続的発展が実現 されたかに見えた。

この間、石油価格高騰に連動 して一次資源も高騰 したため、省資源化 も促進された。

しかし、87年 の石油価格暴落以降は歴史的 とも言える省資源 ・省エネルギーの時代は終わり、

再びエネルギーや資源の消費は増大 し、90年 代に入って国際的管理が現実の ものとなったので

ある。カーソン女史の警鐘からちょうど30年 目、そ して 『成長の限界』か ら20年 目のこ とで

ある。

3.地 球環境の国際管理 一 その必要性 と困難性 一

3.1地 球環境門問題の国際管理の難 しさ

国間の政治的調整を含む国連などの環境の国際管理 には長い時間を要 し、 しか も当初の論理

的な枠組みからは大 きく外れたものとなることが多い。これには地球規模の環境問題の一般的

特性が起因している。一般に地球環境のようなグローバル ・コモ ン(地 球的共有財)に は所有

権がないため、一般にこの管理をめぐってはお互いが無責任 となって資源や自然を過剰 に消費

してしまう可能性を持っている。

かつて英国においてコモンズと呼ばれる家畜の放牧用に土地の共有化が行われたが、個 々の

農家はより多 くの収入を得るために、共有地の牧草の再生能力以上に羊を飼 ったために、結局

コモンズは牧草地 としての役割を果たさなくなってしまったとい う歴史がある。 『共有地の悲

劇』として有名なこの事例はそのまま地球環境の管理 にも当てはまる。各 自の利益を追い求め

ると共有物の管理に無責任になってしまう例である。

また逆に共有物の管理を多数決で決めて しまうと、多数派が少数派にルールを過度に押 し付

けることもある。加藤尚武12)は環境倫理にはこの過度に他 人の権利 を強制する性質 と通時的

(世代を超 えた)な 性質があることを示 して、現世代のみの投票結果によって問題解決を決定

する民主主義では共有財である地球環境を管理す るには限界があることを説いた。環境への価

値の異なる人々が共有する環境のあ り方を決める方法は無責任で も過度な強制で もいけない と
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いう難 しい問題なのである。

この二つの性質は、特に国連の環境問題への対応をめ ぐる南北対話において大きな障害となっ

てお り、下記のような 『ただ乗 り』問題や 『被害者負担原則』 といった問題を惹起 して きた。

一総論賛成各論反対ケ ース

総論 としての地球環境管理には賛成であるものの、自分だけがルール(た とえば温暖化防

止条約)に 違反することで大きな利益が生 まれる場合には、『ただ乗 りをするもの(FreeRi

der)』が出て くる。後に触れるように、途上国は温暖化問題などでは一貫して責任は先進 国

にあると主張 してお り、資源主権論を掲げる国もある。共有物である地球を管理するという

視点か ら見れば途上国は 『ただ乗 り』であ り、この扱いが大きな焦点となる。
一被害者 負担 の原則 ケース(VictimPaysPrinciple)13)

環境問題の国際ルールとして、汚染者がその汚染の(社会的)費用 を負担する必要があると

する 『汚染者負担の原則(PolluterPaysPrinciple=PPP)』 が広 く認知され適用 されて きた。

しかし、途上国(加 害国)と 先進国(被 害国)の 間で越境汚染がある場合などでは、上記ルー

ルが適用 されにくく、通常被害者(先 進国)が 負担するほうが問題を解決しやすいケースが

多い。

このように、本来地球環境がもつ性質ゆえにグローバルな公共財 としての環境管理をこれを

共有する国間で合意で きるルールに仕立て上げることは容易ではないことがわかる。特に先進

国と途上国間の調整は今後 とも環境の国際管理にとって大きな障壁 となろう。

3.2地 球 環境問題解 決に当た ってのアクター(演 者)と 交渉過程

国際機関が扱ってきた地球環境関連の問題群は、①越境汚染(酸 性雨)、 ②オゾン層破壊、③

捕鯨、④アフリカ象の象牙取引、⑤有害物質の輸出、⑥南極、⑦地球温暖化、⑧生物多様性、

⑨砂漠化である。P.ポ ーター'4)に よれば、これらの国際管理の枠組み(通常条約)を形成する過

程は、環境問題の実態やそのメカニズムの確定⇒事実調査⇒ レジームの形成⇒ レジームの強化、

とい う過程を踏む。ここでレジームとは、国際環境管理の枠組みの姿を指 し、そこでは国家、

国際機関、NGO、 企業がプレーヤーとしての役割を担 う。枠組み作 りには国際機関が主導 し

調停を図ることになるが、特に、積極的役割 を演 じる国家や これを拒否する国家の組み合わせ

がどの ような政治的配置になっているのか、拒否国がどのようにそのスタンスを変えるのか、

といった国家間の戦略的駆け引きが レジーム形成の中心となる。また一旦 レジームが形成 され

た後に も、これを強化するためのルール作 り(た とえば温暖化の京都会議における最 も重要 な

削減 目標の設定など)が 進むことになる。

ポーターは上記地球環境問題のレジーム形成の過程に共通な5つ の特徴 として、①拒否力 の

行使(大 国、小国を問わない)は 大きな撹乱要因である、②国際貿易 に占める国の役割は立場 を

よく反映する、③軍事ではな く経済が交渉にとって大 きな役割を演 じる、④拒否権にもかか わ

らず多国間協定(た とえば国連の条約)が 環境に対する脅威 を抑制 し得 る、⑤国内 ・国際世論

や環境NGOが 大 きな役割を演 じる、を挙げる。国家の当該 レジームへの態度の背景には経済

的利害関係が重要な役割を演 じる点や、拒否する国がたとえ小国であっても全体に大 きな影響

をもたらす点は、南北対立を一層深刻 にする表れと言えよう。温暖化問題のCOP3(締 約国会議、

京都会議)で は、米国が途上国の責務を定めようと強 く主張 したが退けられた。かつての部分
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核実験停止協定(1963)に おける核保有国の ような高圧的な態度が取れないもとでは、肇展のた

めにエネルギーを必要とする途上国は今後 とも『発展の権利』(図表8参 照)を 主張 して一定の所

得水準まではこの消費を拡大することにな り、先進国の削減努力が実現 して も地球の温暖化 は

さらに加速 されることになろう(IPCCの 中間報告では、現在 の全炭酸 ガス排出量 の実 に40%を

削減しても温暖化は現状の水準にしか止めることは出来ない)。

図表8温 暖化防止に見る途上国と先進国の対立の深刻化(植 田和弘73)

先 進 国 途 上 国

発展の権利と責任国 汚染者負担の原則国 発展の権利国

抑制戦略国 目標 設定(ア メ リカは 反対)に よる全

ての国の実行 国

先進国からの援助のみに期待(途上国
責任回避論)国

技術移転と資金援助国

可能な限 り有利な条件 で の技 術移 転

世界銀行 を中心 と した地 球環 境 ファ
シリテ ィー(GEF)活 用(国 際公共 財

論)

特恵的、非商業 的ベースでの移転
GEFに 代 わる新 しい組織 か らの資 金

支援(資 源主権論)

レジーム形成、強化においてNGO(非 政府組織)の 役割 も無視 出来ない。すでに国連、WTO

などの地球環境 レジーム形成においてNGOは 大 きな役割 を果 たしている。特 に条約履行状 況

の監視 という点でNGOは 第三者の役割を演 じるとともに、会議の議事録作成の場への参加要求

(交渉の透明化)、 専門家(大 学 もNGOで ある)と連携 した交渉時の実質的なアイデァの提起、

不買運動などのキャンペーンとその影響力 は多岐にわたる。また、NGOは 国や企業な どの利 害

関係 を代表 していないことからむ しろその政治的中立性が レジーム形成にとって不可欠 と認識

されている。ただ し、NGOの 更なる国際ネットワーク化に伴う政治的影響力の大きさが、レジー

ム形成を容易にするのか、逆に特定の環境思想 の強制力を強めることになるのかといった点は

今後焦点 となろう。

4.21世 紀 に向けた地球環境管理

/

4.1『 持続的発展』の具体的目標設定

地球環境の国際管理において途上国の将来発展が如何なる姿であるのかは決定的な意味を持

つ。図表9は 人ロー人当たりの所得 と環境の関係を表 した ものであるが、二酸化硫黄濃度 では

一定の所得水準 において当該国の主要都市の二酸化硫黄濃度が ピークをもっていることが分か

る。この有名なグロスマンの実証分析15)は 、出生率が同様な曲線を描 くように、都市環境 も一

定の所得水準 までは悪化せざるを得ないことを暗示 している。一定の経済規模までは環境への

投資は二の次なのである。しかし、途上国がこの水準 に到達するまで地球環境悪化に耐 えるこ

とが出来るのであろうか。それとも過去の先進国モデル=フ ォーディズムに代る発展モデルの

パラダイムを作 りうるのであろうか。
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図表9現 段 階での発展 と環境影響の関係13)より

●1人 当た り二酸化炭素排 出量*

20世 紀は大量生産の世紀であったが、それは同時に企業に富、人、知識を集中させることによっ

て可能であった。いわゆる産業化社会である。そして現在においてもこの産業社会に代るビジョ

ンは出ておらず、先進各国は地球環境問題に直面 してハイパー産業社会 ともいえる産業主導の

『循環型社会』の形成に期待をかけている。筆者 はこのハイパー産業社会の役割 を否定す るも

のではないが、すでに見てきたようなフォーディズムの拡大再生産の連鎖を断ち切るための仕

掛けを社会システムの中に作 らない限り、『循環型社会』はかつての省エネ実現の再来、つ ま

り単なる短期の技術的繕い(TechnicalFix)に 終わることになろう。

60年 代からダニエル ・ベル16)が 指摘 したように先進国は石油危機を境に急速にサービス化

あるいは知識の産業化 を進めてきた。と同時に、インターネットなどの情報技術の革命によっ

てすでに先進国の就業人口の7割 近 くを占めるサービス産業の生産性向上が可能になり、先進

国では世界恐慌(29年)以 来 と呼ばれる大量の失業が生 まれつつある(す でに世界で8億 人17)

とされる)。かつてベルが描いた 『脱工業(産 業)化 社会』が到来するとすれば、それはハイ

パー産業化 と大量の失業 との融合 したものではないだろうか。その一つの要素はリピエッツが

指摘 したような自由時間革命によるワークシェアリングであろうし、夫量のボランティアの環

境や福祉 といった問題への社会的役割に求められよう。事実ヨーロッパではリサイクルなどは

雇用促進策 として位置付けられている。

大量の失業者の発生はワークシェアリングと自由時間の拡大を通 じてボランティア活動の増

大あるいはNGO活 動の更なる活性化に結びつ き、上記の ような危惧 をも含みなが らも、地球

環境の管理のレジーム形成 にとって大きなポテンシャルを形成 しよう。産業社会のパワーポ リ

ティックスにおける主役であった国家や企業に代る新 しいインフォーマル ・セクターの出現 で

ある。ただしまだ見ぬこの社会の富の創 出、分配、意思決定といった仕組みが どのように作 ら

れるのか は定かではない。

4.2日 本の役割

地球環境問題をめ ぐるパ ワーポリティックスから見ると、米国の役割は依然大 きく、米国が

主導国に回るか拒否国に回るかによってレジーム形成は決定的影響を受けて きた。しか し、温

暖化に見るEU(主 導)や 途上国(途 上国の責務問題では拒否)の 影響力 に見るように、米国

のヘゲモニーは明らかに低下 してお り、今後"ど ん ぐりの背比べ"に よって レジーム形成は一

段 と困難な状況が生 まれ よう。遅々として進まぬ温暖化管理 に対 して、89年 の24ケ 国の首脳が
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集まったハーグ国際会議では全会一致の原則を破棄 した 『地球(環 境)立 法機関』設立が採択

されている。全員一致 と実行可能 という原則のもとでは、温暖化などの問題に対応出来ないと

する見方である14)よ り。

99年 のWTOシ ア トル総会は自由貿易促進が環境 を悪化 させる との意見 を持つNGOに よって

妨害され、外出禁止例までが出る異常事態 となった。また米国の新 しい貿易 ラウンドに向けた

反ダンピングへの強行姿勢に途上国が反発 して会議が流会となった。途上国の発言力の強化が

もたらす国際レジーム形成の困難性、そしてNGO組 織の更 なる政治化 は21世 紀は じめの国際

環境管理の困難性 を象徴 している。

この中にあって日本は国内政治の場で地球環境管理の方法をめぐる政策論争をするにまで至っ

てお らず、専ら環境ODAや 技術協力による 『地球への貢献』『環境面での貢献』 といった戦略

なき資金援助の段階にしかない。また過去の レジーム形成 とその強化ならびに拒否国の個別例

(G.ポ ーター14))を 見ると、日本は拒否国であったケースこそあれ主導国になったことはない。

最大の輸出国として輸出産業の利益を環境 による保護貿易的レジームか ら守るとともに、競争

力 を失った国内の農業、漁業、林業などの産業保護をも果たす必要があるという二面性は、省

庁主導型の分権化システムのもとでは常に矛盾をはらんだものでしかない。この意味では、自

国制度(民 主主義、環境管理 を含めた行政制度全般)の 透明性 を確立するとともに、平和、環

境問題への主導国としての役割を今後グローバルな環境保護においてもレジーム形成にリーダー

シップを発揮 して途上国の持続的発展のビジョン形成あるいは具体的な社会システム作 りに実

質的役割を果たすことこそ肝要であろう。筆者が途上国との環境協力での経験からは、日本政

府の投入 してきた途上国の大都市への大規模 な支援は、すでに 『い くら投入 して もちっとも変

わらないいわばザルのような援助』で しか なく、小規模の資金ながらも途上国の地方の経済計

画 と環境保護の両立に貢献する多 くの欧米NGOの ほうが より実質的な影響力 と成果をもたら

している。戦争中のアジア進出から 『自助努力への支援』 という消極的な金銭面だけの役割 に

限定 してきた日本のODAも 、『環境支援』 という社会 システムに入 りこまない ことには解決

しない問題 に直面 して、自らの社会システムをも再考する必要に迫 られていると言えよう。

おわ りに

地球環境問題の国際管理のゆくえはまさに先進国の脱フォーディズム、脱工業化のビジョンに

かかっている。先進国の循環社会形成のためのインフラ作 りやグリーンビジネスが一大地球環境

産業(ハ イパ ー産業化)の 形成を通 じて大量生産の鎖を断ち切ることが出来るのか、そのハイパー

産業化のなかで 『自由時間』の拡大が 『地球市民』の形成に結びつ くのか、そ して 『地球市民』

が国家 と既存 のステーク ・ホールダー(企 業などの産業社会の利益代表者)に 代って 『共有地の

悲劇』を救 うことが出来る仕組みを形成できるのか、すべては不透明である。 しかし、かつて先

進国が辿って きたフォーディズムへの路を確保する権利だけを主張する途上国 と、産業調整など

を通 じたハイパー産業化への道筋す らなかなか見 出せない先進国の間には地球環境を管理する構

図は見えてこない。
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